
 

 

 

子育てに関する特別休暇等については次のとおりです。 

それぞれの詳細については，掲載ページをご覧ください。 

 

区 分 
対象職員 

概  要 期 間・取得日数 
掲載 

ページ 男 女 

妊娠障害休暇 ― ○ 

妊娠中の女性職員が妊娠に起因する障害

（つわり又は悪阻）により勤務することが困難

と認められる場合に取得できる休暇 

１４日を超えない範囲内で必要と認める

日又は時間 
Ｐ５ 

通勤緩和休暇 ― ○ 

妊娠中の女性職員が請求した場合におい

て，通勤の交通機関等の混雑の程度が，母

体又は胎児の健康保持に影響があると認め

られる場合に取得できる休暇 

正規の勤務時間の始め又は終わりに，１

日を通じて１時間を超えない範囲内で必

要と認める時間 

Ｐ６ 

妊産婦健診 

休暇 
― ○ 

妊娠中及び出産後１年以内の女性職員が，

母子保健法に規定する保健指導又は健康

診査を受けるために取得できる休暇 

妊娠中及び出産後（１年以内）で，母子

保健法に規定する保健指導又は健康

診査を受けるために必要な日又は時間 

Ｐ７ 

妊娠中の休息，

補食 
― ○ 

妊娠中の女性職員の業務が，母体又は胎

児の健康保持に影響がある場合に，適宜休

息し，又は補食するために認められる職務専

念義務の免除 

適宜休息し，補食するために必要な時

間 
Ｐ７ 

出産休暇 ― ○ 

出産予定日の８週間（多胎妊娠の場合は１４

週間）前の日から出産の日後８週間を経過

するまでの期間内に取得できる休暇 

出産予定日の８週間（多胎妊娠の場合

は１４週間）前の日から出産の日後８週

間（出産の日以前の期間が６週間に満

たないこととなった場合にあっては，その

満たない期間を８週間に加算した期間）

を経過する日までの期間内において必

要と認める期間 

Ｐ８ 

配偶者出産休暇 ○ ― 
妻の出産に伴う入退院の付添い等を行う場

合に取得できる休暇 

配偶者の入院等の日から出産の日以後

２週間を経過するまでの期間内において

３日以内  

Ｐ８ 

育児休暇 ○ ○ 
生後１年６月に達しない子の養育のために

取得できる休暇 

生後満１年６月まで 

１日２回（育児短時間勤務職員，再任用

職員及び任期付短時間勤務職員の勤

務時間が４時間以下の日にあっては１

回），それぞれ４５分  

Ｐ１９ 

男性の育児参加

休暇 
○ ― 

妻の産前産後期間中に，当該出産に係る子

又は小学校就学の始期に達するまでの子を

養育するために取得できる休暇 

出産予定日の８週間（多胎妊娠の場合

は１４週間）前の日から出産の日後８週

間（出産の日以前の期間が６週間に満たないこと

となった場合は，その満たない期間を８週間に加算

した期間）を経過する日までで，５日を超え

ない範囲で必要と認める日又は時間 

Ｐ２０ 



 

家族の看護等に

係る休暇 
○ ○ 

次のいずれかに該当する場合に取得できる

休暇  

① 職員が，配偶者，父母，配偶者の父母，

子又は孫の看護を行う必要がある場合 

② 義務教育終了前の子を養育する職員

が，疾病の予防を図るためにその子に予

防接種又は健康診断を受けさせる場合 

③ 義務教育終了前の子を養育する職員

が，感染症の予防のため又は気象警報等

によりその子が在籍する学校等が臨時に

休業となり，その子の世話をする必要があ

る場合 

④ 義務教育終了前の子を養育する職員

が，その子が在籍し，又は在籍することと

なる学校等が実施する行事へ出席する場

合 

一年において５日を超えない範囲内で

必要と認める日又は時間 

ただし，義務教育終了前の子を２人以上

養育する場合には，当該義務教育終了

前の子について要件①から④までのため

に５日を加えた日数を超えない範囲内で

必要と認める日又は時間 

Ｐ２１ 

短期介護休暇 ○ ○ 

職員が日常生活を営むのに支障がある二親

等以内の親族等を介護する必要がある場合

に取得できる休暇 

一年において５日を超えない範囲内で

必要と認める日又は時間（要介護者が２

人以上の場合は１０日） 

Ｐ２３ 

 

 

（参考） 

区 分 
対象職員 

概  要 期 間・取得日数 
掲載 

ページ 男 女 

育児休業 ○ ○ 
３歳未満の子を養育する職員に認められる

休業 

３歳の誕生日の前日まで１回  

（開始日の１か月前までに申請） 
Ｐ１２ 

育児短時間 

勤務 
○ ○ 

小学校就学の始期に達するまでの子を養育

する職員に認められる短時間勤務 

満６歳に達する日以後の最初の３月３１

日まで，１週間当りの勤務時間数を１９

時間２５分，１９時間３５分，２３時間１５

分，２４時間３５分で勤務 

Ｐ１６ 

部分休業 ○ ○ 
小学校就学の始期に達するまでの子を養育

する職員に認められる部分休業 

満６歳に達する日以後の最初の３月３１

日まで１日を通じて２時間の範囲内で， 

３０分単位で取得可能 

Ｐ１９ 

子育て支援 

部分休暇 
〇 〇 

小学校１年生から３年生までの子を養育する

職員に認められる部分休暇 

満６歳に達する日以後最初の４月１日か

ら満９歳に達する日以後の最初の３月３

１日まで１日を通じて２時間の範囲内で， 

３０分単位で取得可能 

Ｐ２４ 

早出遅出勤務 〇 〇 
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する，若しくは小学校に就学している子を送

迎する，又は要介護者を介護する職員に認められる勤務 
Ｐ２４ 

休憩時間短縮 〇 〇 

 


